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公害関係基準のしおり（令和７年(2025年)３月）主な改正点 

ページ 改   正   内   容   等 

４～６ 
水質汚濁に係る環境基準についての一部改正に伴い、河川及び湖沼の A 類型に係る利用目的

から水浴を削除 

20 
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定状況のうち、北陸新幹線に係る同指定状況の一部

改正に伴い、改正日及び告示番号を変更 

25 
水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、排水基準の項目のうち「大腸菌群数」を「大腸菌

数」へ変更 

42 
水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、上乗せ排水基準の項目のうち「大腸菌群数」を「大

腸菌数」へ変更 

73～76 
大気汚染防止法施行規則の一部改正に伴い、水銀排出基準濃度の変更、ガスタービンの排出

基準の追加、連続測定について追加 

121 
水質管理目標設定項目（平成 15年 10月 10日厚生労働省健康局長通知）が令和６年３月 21日付

けで改正されたことに伴い、「パラコート」の目標値を「0.005mg/L」から「0.01mg/L」へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇留意事項 

 日本産業規格 JIS K 0102（工場排水試験方法）が JIS K 0101（工業用水試験方法）と統合したことに 

伴い、公共用水域水質環境基準、排水基準、土壌環境基準、地下水環境基準等に係る所要の告示の改正が 

される見込みです。告示が改正された場合は、改正後の告示を参照してください。 
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